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【あらまし】

①ＡはＢ社に総合職として入社し、その後、希望

によりエリア総合職に転換し、現在は損害サービ

ス部中央サービスセンター（以下「ＳＣ」という）

の課長代理である。ＣはＳＣの所長であり、人事

考課に際しては、Ａの第一次査定者である。

②Ａの人事考課は、平成 13年度も 14年度もＣ評

価（7段階評価の下から 2番目）で低かった。そ

こで、ユニットリーダーＤは、Ａを叱咤激励した

が、その後もＡの業務の処理状況は芳しくなかっ

た。

③その後Ｄは、Ａ、Ａの同僚、Ｃに対し、「Ａ課

長代理 もっと出力を」と題するメールを送信し

た。

④Ｃは、そのメールを見て、同日、ポイントの大

きい赤字で、「意欲がない、やる気がないなら会

社を辞めるべきです。当ＳＣにとっても、会社に

とっても損失そのものです」「あなたの給料で業

務職は何人雇えると思いますか？あなたの仕事

なら、業務職でも数倍の業績をあげますよ。本日

現在、10件処理、某さんは 17件。業務審査とい

い、これ以上当ＳＣに迷惑をかけないでくださ

い」などを記載したＡ宛てメールをＤ、Ａ、Ａの

同僚数十名に送信した。

⑤Ｃが本件メールを送信したのは、Ａの業務に対

する熱意が感じられず、エリア総合職の課長代理

という立場であるにもかかわらず、実績をあげな

いことが他の従業員の不満の原因になっている

ことを考え、Ａへの指導を行うとともに、本メー

ルの内容を支持することを表明する必要がある

と判断したからであった。

⑥ＡはＣに対し、本メールはＡに対する名誉棄損

またはパワーハラスメントであるとして、不法

わたくしたちは、“ヒト”に関する重要課題の提言を通じて、皆様方の経営をご支援申し上げています！
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ＰＯＩＮＴ 上司が部下に対し、メールで「意欲がない、やる気がないなら会社は辞めるべき」等を送

信することは？

行為に基づく慰謝料 100 万円を請求した。

【結果】

本メールの送信は是認できるとして、パワーハラ

スメントの意図があったとはいえないとした。し

かし、本メールの内容は、指導・叱咤激励の表現

として許容される限度を逸脱しているから名誉

棄損に該当するとして、慰謝料 5万円の支払いを

認めた。

【解説】

「パワーハラスメント」とは、上司がその職務上

の地位・権限を濫用・逸脱して部下の人格を否定

するような発言行動をすることといえます。また

近年では、上司から部下だけでなく、同僚や先輩

後輩の関係におけるものも含まれるとされてい

ます。ただ、上司は、成績の芳しくない部下を、

指導の一環で叱咤激励することはよくあります

し、どのような場合に違法となるのかの線引きが

難しいところです。一方叱咤激励した上司の側

に、パワーハラスメントの行為者である認識はほ

とんどありません。

【アドバイス】

同じ職場内で、パワーハラスメントの加害者と被

害者が出ることほど不幸なことはありません。当

事者のみならず、職場全体が暗くなりますし、当

事者の仕事の能率が落ちると、周りの従業員がカ

バーしなければならなくなり、生産性の低下、モ

チベーションの低下など職場全体が悪のスパイ

ラルの状態に陥っていきます。また会社が適切な

対応を取らなかった結果、被害者がうつ病などの

精神疾患を発症したような場合、会社責任が追及

される可能性も高いでしょう。まずは職場内でパ

ワーハラスメントを起こさない風土づくりに取

り組むことが大切です。そのためには、会社全体

で取り組んでいき、とりわけ経営者（社長）が先

頭に立って推進していくことが必要です。
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このレポートは，実際の事例をも

とに，何が紛争のポイントなの

か？また紛争を事前に防ぐため

の事業主としてすべきことなど

を簡潔にまとめました。是非参考

になさって下さい。


